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茨城県告示第501号

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第158条第１項の規定に基づき, 次のとおり茨城県立県民文化センター
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に係る使用料の徴収事務を委託した｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 受 託 者 財団法人いばらき文化振興財団

２ 委託に係る使用料 茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例 (昭和40年茨城県条例第49号) 第

６条に基づく使用料

３ 委 託 期 間 平成14年４月１日から平成15年３月31日まで

茨城県告示第502号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第75条の規定に基づき, 下記のとおり変更届出があったので, 告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第503号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第504号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第75条の規定に基づき, 次のとおり廃止の届出を受理したので, 同法第78条

の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌
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事業者の名称 事業所の名称 指定時の事業所の
所 在 地

サービス
の 種 類 変 更 事 項 変 更

年月日

いばらきコープ生活
協同組合

いばらきコープ生活協
同組合福祉部

水戸市赤塚１丁目2029
番地121号

福祉用具貸
与

(事業所の名称)
いばらきコープ
生活協同組合 ふ
れあい介護ショッ
プ
(事業所の所在地)
水戸市元吉田1048
番地１

平成14年
３月21日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

社会福祉法人 愛の
会

デイサービスセンター はーとぴ
あ 水戸市開江町国置８番地 通所介護 平成14年

４月10日

社会福祉法人 愛の
会 いろり端水戸 水戸市開江町国置８番地

痴呆対応型
共同生活介
護

平成14年
４月10日

有限会社 福志商会 有限会社 福志商会 ひたちなか市馬渡2866番地の44 福祉用具貸与
平成14年
４月10日



茨城県告示第505号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第46条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第85条の規定

により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第506号

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第158条第１項の規定に基づき, 次のとおり茨城県大洗マリンタワーの

入館料の徴収事務を委託したので, 同条第２項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 受 託 者 大洗町長 小 谷 隆 亮

２ 委託業務の内容 茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例 (昭和63年茨城県条例第69号) 第７条

に規定する入館料の徴収事務

３ 委 託 期 間 平成14年４月１日から

平成15年３月31日まで

茨城県告示第507号

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第158条第１項の規定に基づき, 次のとおり茨城県大洗マリンタワーの

入館料の徴収事務を委託したので, 同条第２項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 受 託 者 大洗町観光協会会長 石 井 藤一郎

大洗民宿組合組合長 飯 田 功

レストランマリン代表 渡 辺 保 夫

ホテルニュー白亜紀ひたちなか市長 清 水 �
株式会社茨交大洗ホテル代表取締役社長 竹 内 順 一

株式会社センユウ代表取締役社長 後 藤 昭

大洗簡易保険保養センター総支配人 村 井 繁 夫

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団理事長 橋 本 昌

財団法人いばらき文化振興財団理事長 橋 本 昌
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

廃 止
年月日

財団法人 つくば市
高齢者福祉事業団

財団法人 つくば市高齢者福祉事
業団 訪問入浴ゆうゆうサービス つくば市大字金田1979番地 訪問入浴 平成14年

３月31日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

タカラビルメン株式
会社

タカラビルメン株式会社 タカラ
ケアサポート 龍ケ崎市中根台４丁目10番地１ 居宅介護支

援
平成14年
４月10日



株式会社大洗荘代表取締役社長 石 井 藤一郎

地方職員共済組合大洗保養所オーシャンビュー大洗支配人 宇都木 寿 一

２ 委託事務の内容 茨城県大洗マリンタワーの入館料徴収事務

３ 委 託 期 間 平成14年４月１日から平成15年３月31日まで

茨城県告示第508号

平成14年３月８日付けで, 守谷町大野土地改良区から申請があった定款変更を, 土地改良法 (昭和24年法律第195

号) 第30条第２項の規定により平成14年４月12日認可した｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第509号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成14年４月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 潮来佐原線

３ 道路の区域

茨城県告示第510号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成14年４月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 潮来佐原線

２ 供用開始の区間 潮来市大字延方字堂津乙3798番１地先から

潮来市大字延方字西ノ東2846番３地先まで

潮来市大字延方字西ノ東甲2854番地先から

潮来市大字延方字延方前3807番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成14年４月25日
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

潮来市大字延方字堂津乙3798番１
地先から 旧

最大 －
－

最小 －

潮来市大字延方字堂津乙3798番地先まで 新
最大 38.0

14
最小 26.0

バイパス区間
の延伸



茨城県告示第511号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成14年４月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 鹿島港線

２ 供用開始の区間 鹿嶋市大字明石字南町397番地先から

鹿嶋市大字明石字谷ノ上552番ロ地先まで

３ 供用開始の期日 平成14年４月25日

茨城県告示第512号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成14年４月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 那珂湊那珂線

２ 供用開始の区間 那珂郡那珂町大字中台495番12から

那珂郡那珂町大字豊喰601番１まで

３ 供用開始の期日 平成14年４月22日

茨城県告示第513号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第39条第１項の規定に基づき, つくば市薬師土地区画整理組合の事業計

画の変更については, 次のとおり認可したので同条第４項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 事業計画を変更する組合

組 合 の 名 称 つくば市薬師土地区画整理組合

事務所の所在地 つくば市筑穂一丁目10番地４

事 業 施 行 期 間 自 平成２年２月22日

至 平成14年３月31日

施 行 地 区 つくば市大字大曽根字薬師町及び字宿西の各一部

設立認可の年月日 平成２年２月22日

２ 公告すべき変更の内容

事 業 施 行 期 間 自 平成２年２月22日

至 平成15年３月31日

３ 変更認可の年月日 平成14年４月22日

茨城県告示第514号

孝井恒一ほか39名から平成14年３月８日付けで認可申請のあった川原町地区土地改良事業 (ほ場整備) については,

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第95条第３項において準用する同法第８条第１項の規定により平成14年３月25
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日適当と決定した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県下館土地改良事務所長 来 栖 若 佐

１ 縦覧に供する書類

川原町地区土地改良事業 (ほ場整備) 計画書の写し

川原町地区土地改良事業共同施行規約の写し

２ 縦覧の期間

平成14年４月23日から

平成14年５月23日まで

３ 縦覧の場所

結城市役所

茨城県告示第515号

麻生町長から平成14年３月22日付け麻建発第1155号で協議のあった藤井地区土地改良事業については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条第１項の規定により平成14年３月28日適当と

決定した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県鉾田土地改良事務所長 黒 田 � 文

１ 縦覧に供する書類

藤井地区土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成14年４月24日から

平成14年５月24日まで

３ 縦覧の場所

麻生町役場

茨城県告示第516号

玉造町長から平成14年３月18日付け玉発第513号で協議のあった藤井地区土地改良事業については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条第１項の規定により平成14年３月28日適当と

決定した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県鉾田土地改良事務所長 黒 田 � 文

１ 縦覧に供する書類

藤井地区土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成14年４月24日から

平成14年５月24日まで
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３ 縦覧の場所

玉造町役場

茨城県告示第517号

旭村長から平成14年３月26日付け旭建発第79号で協議のあった鹿田中通地区土地改良事業については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条第１項の規定により平成14年３月29日適当と

決定した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県鉾田土地改良事務所長 黒 田 � 文

１ 縦覧に供する書類

鹿田中通地区土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成14年４月24日から

平成14年５月24日まで

３ 縦覧の場所

旭村役場

茨城県告示第518号

旭村長から平成14年３月26日付け旭建発第78号で協議のあった常磐野中地区土地改良事業については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条第１項の規定により平成14年３月29日適当と

決定した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県鉾田土地改良事務所長 黒 田 � 文

１ 縦覧に供する書類

常磐野中地区土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成14年４月24日から

平成14年５月24日まで

３ 縦覧の場所

旭村役場

(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第22号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第６条第１項の規定による政治団体の設立届出が次のようにあったので,

同法第７条の２第１項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕

茨 城 県 報 第 1357 号 平成14年４月22日 (月曜日) 7



茨城県選挙管理委員会告示第23号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第７条第１項の規定による政治団体の届出事項の異動届出が次のように

あったので, 同法第７条の２第１項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕
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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

戸田見成後援会 内 田 實 長谷川 正 二 新治郡玉里村上玉里1140番地 14. 3. 1

維新政党・新風茨城県
本部 吉 田 喜代子 山 岸 光 枝 つくば市並木３丁目17－１ ロイヤルコ

ーポヨコタ305号 14. 3. 6

青山会 小松崎 忠 雄 大 関 英 一 土浦市乙戸801－２ 14. 3. 8

青山ふじひこ後援会 雨 宮 浩 下 村 祐 司 土浦市乙戸801－２ 14. 3. 8

石�拓也後援会 石 崎 秀 雄 秋 山 英 男 久慈郡金砂郷町花房2366 14. 3.11

同仁會 岡 田 勉 山 口 明 岩井市弓田2188 14. 3.12

小倉敏雄後援会 柴 崎 耕 一 山 田 衛 下妻市西町乙102 14. 3.13

ほり政美後援会 塚 田 信 人 松 本 高 明 西茨城郡岩瀬町西小塙1042 14. 3.18

新生下妻の会 柴 森 孝 夫 富 田 光 一 下妻市下妻乙153－3 14. 3.19

きれいな下妻をみんな
でつくる会 中 村 貞 夫 千 勝 弘 巳 下妻市下妻乙867－12 14. 3.22

青年義憂会 渡 辺 俊 一 石 塚 弘 鹿島郡神栖町鰐川1－205 14. 3.27

新生岩瀬の会 石 塚 兼 治 小 林 清 西茨城郡岩瀬町亀岡700番地 14. 4. 2

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

新 たかはし昭はげます会 竹 内 健 14. 3. 1

旧 鈴 木 正 次

新 自民党茨城県ハイヤー
支部

冨 山 徳 止 14. 3. 5

旧 伊 郷 徹

新 川田弘二後援会 稲敷郡阿見町実穀1341 14. 3. 6

旧 稲敷郡阿見町阿見2910－１

新 橋本まさる玉造町後援
会

井 野 孝 夫 14. 3. 7

旧 関 口 安 夫

新 石塚仁太郎後援会 石 塚 仁太郎 大 木 勇一郎 14. 3.12

旧 岡 田 勉 山 口 明

新 ながおか洋治後援会 古河市本町２－７－13 14. 3.13

旧 永岡洋治後援会 古河市東本町３－12－22

新 高橋丈夫後援会 高 橋 洋 子 14. 3.14

旧 伊 藤 修

新 小笠原みちこ後援会 鹿島郡神栖町知手1010 14. 3.15

旧 鹿島郡神栖町知手2924
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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

新 女性党吉岡まり子後援
会

東京都府中市武蔵台３－50－３－201 14. 3.15

旧 水戸市吉沢町689－２

新 自民党茨城県傷痍軍人
会支部

中 根 慶 二 14. 3.18

旧 皆 見 角太郎

新 粕田良一後援会 福 島 信 行 14. 3.19

旧 田 島 清太郎

新 良山会 山 室 和 男 14. 3.19

旧 椎 原 七男之

新 自民党金砂郷支部 石 � 拓 也 14. 3.20

旧 綿 引 義 明

新 政治結社大日本誠道会
誠道塾

角 屋 博 司 14. 3.20

旧 中 根 明日夫

新 自由民主党茨城県森林
組合支部

神 永 政 夫 14. 3.22

旧 赤 川 直 之

新 金沢通世後援会 金 沢 修 治 14. 3.22

旧 藤 河 幸 三

新 自由民主党東海支部 那珂郡東海村大字村松3135－476 14. 3.22

旧 那珂郡東海村大字舟石川573－25

新 洋山会 古河市本町２－７－13 14. 3.22

旧 古河市東本町３－12－22

新 平山英後援会 平 根 健 夫 14. 3.25

旧 菊 地 要 蔵

新 磯崎くきお後援会 高 田 亥 助 14. 3.25

旧 吉 村 忠 夫

新 茨城県獣医師政治連盟 鳩 貝 桂 助 14. 3.26

旧 早 川 研 一

新 茨城県商工連盟 山 本 忠 安 14. 3.26

旧 小 西 栄 造

新 川井貞夫を育てる会 高 根 明 法 14. 3.26

旧 桧 山 勝 次

新 水戸労農文化協会 水戸市三の丸２－11－11 14. 3.26

旧 水戸市三の丸２－12－５

新 清風会 根 本 正 徳 佐 川 直 丈 14. 3.27

旧 吉 澤 満 穂 後 藤 健 二

新 高橋やすしとはばたく
会

� 橋 順 子 14. 3.27

旧 � 橋 洋 二

新 利根町議会明生クラブ 北相馬郡利根町大字惣新田1695 14. 3.27

旧 北相馬郡利根町大字布川3108－15



茨城県選挙管理委員会告示第24号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第17条第１項の規定による政治団体の解散届出が次のようにあったので,

同法第17条第３項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕

茨 城 県 報 第 1357 号 平成14年４月22日 (月曜日)10

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

新 中田ひろし後援会 川那子 明 三 西茨城郡岩瀬町御領１－27 14. 3.27

旧 若 林 正 美 西茨城郡岩瀬町富谷684

新 日本共産党茨城西部地
区委員会

稲 葉 修 敏 14. 3.27

旧 藤 野 稔

新 日本共産党茨城県委員
会

平 塚 三喜夫 14. 3.27

旧 高見沢 澄

新 村井和美を応援する会 村 井 和 男 14. 3.27

旧 藤 澤 いつ子

新 茨城県林業政治連盟 神 永 政 夫 14. 3.28

旧 赤 川 直 之

新 栗橋義三後援会 守谷市薬師台２－13－５ 14. 3.28

旧 守谷市薬師台２－14－２

新 佐藤良元後援会 ひたちなか市田彦1388－14 14. 3.28

旧 ひたちなか市田彦1388－６

新 自由民主党茨城県港運
支部

三 浦 等 14. 3.28

旧 只 野 宗 意

新 新社会党茨城県本部 金 子 和 雄 14. 3.28

旧 安 島 久 光

新 仲田昭一後援会 西茨城郡岩間町上郷1388 14. 3.28

旧 西茨城郡岩間町下郷5012－１
Kハイツ１F３号

新 税理士による梶山弘志
後援会

小 林 満 14. 3.29

旧 大 内 勉

新 税理士による額賀福志
郎後援会

栗 林 豊 14. 3.29

旧 鈴 木 丈 男

新 大子大好き会 14. 3.29

旧 大子町が大好き会

新 高崎修一後援会 高 崎 修 一 14. 3.29

旧 吉 田 一 美

新 福友会 鈴 木 敏 文 14. 3.29

旧 横 田 輝 夫

新 吉川道隆後援会 吉 川 多喜子 14. 3.29

旧 大 高 徳 次



茨城県選挙管理委員会告示第25号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第19条第２項の規定による資金管理団体の指定届出が次のようにあった

ので, 同法第19条の２第１項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕

茨城県選挙管理委員会告示第26号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第19条第３項の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出が次のよ

うにあったので, 同法第19条の２第１項の規定により告示する｡

平成14年４月22日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕

茨城県選挙管理委員会告示第27号

公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 第55条第２項及び同条第３項第２号の規定による施設の長が不在者投票

管理者となることができる施設を次のとおり指定した｡

平成14年４月22日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕
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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

わらしな登後援会 高 野 寛 之 友 水 基 幸 石岡市大字石岡2945－３ 14. 3. 6

茎崎町寺田章後援会 中 島 善 衛 木 村 全 太 稲敷郡茎崎町大井1710番地 14. 3. 8

青山ふじひこ後援会 鈴 木 辰 雄 吉 田 博 史 土浦市乙戸801－２ 14. 3. 8

青山会 吉 山 武 雄 藤 川 隆 次 土浦市乙戸801－２ 14. 3. 8

女性党茨城県大宮町支
局 茂 木 澄 子 茂 木 澄 子 那珂郡大宮町石沢宮脇305－11 14. 3.18

伊坂芳市刈谷後援会 福 田 武 重 斉 藤 嘉 吉 牛久市刈谷町２－81 14. 3.20

自民党茨城県文教振興
支部 横 山 博 茂 角 谷 秀 男 水戸市常磐町２－９－30戸上建設内 14. 3.22

正山会 久保田 正二郎 三 宅 愛 二 東茨城郡茨城町奥谷32番地１ 14. 3.25

村井和美を応援する会 宮 下 信 子 村 井 和 男 稲敷郡茎崎町自由ヶ丘170－10 14. 3.27

たけい弘雄後援会 小 � 忠 一 兼 村 昌 弘 真壁郡協和町小栗1856番地 14. 3.27

磯山伸知後援会 大久保 守 石 橋 辰 夫 行方郡北浦町小幡488 14. 3.29

届出者氏名 公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 届出年月日(代表者氏名)

石 塚 仁太郎 茨城県岩井市長 石塚仁太郎後援会 岩井市弓田2188 14. 3.12

届出者氏名 公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 届出年月日(代表者氏名)

久保田 正二郎 茨城県議会議員 正山会 東茨城郡茨城町奥谷32番地１ 14. 3.25

佐 藤 由 実 衆議院議員 佐藤ゆみ環境生活研究会 水戸市中央１－５－６ 14. 3.29



１ 施設の名称等

２ 指定年月日 平成14年４月15日

公 告

●○いばらきブロードバンドネットワーク (仮称) 構築に係るプロポーザルの公募についての公示

｢いばらきブロードバンドネットワーク (仮称)｣ 構築を公募型プロポーザル・デザインビルド (２段階随意契約)

方式により実施することについて次のとおり公示する｡

プロポーザルの提出について参加を希望する者は, 関係書類を作成のうえ提出されたい｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 担 当 部 局 〒310－8555

茨城県水戸市笠原町978番６

茨城県企画部情報政策課

電 話 029－301－2549 (ダイヤルイン)

ＦＡＸ 029－301－2598

２ 業務内容等� 業 務 名 いばらきブロードバンドネットワーク (仮称) 構築� 業務内容 ① 県内主要地域を結ぶ高速・大容量の光ファイバ網の整備

② 県内主要地域へのアクセスポイントの整備 (15箇所)

③ アクセスポイントと県庁及び県主要出先機関及び県下84市町村との光ファイバネットワーク

の構築� 履行期限 平成15年１月末を予定｡ (ただし, 市町村への支線工事については平成15年９月末を予定)� そ の 他 デザインビルド (２段階随意契約) 方式 (注) による契約を行う｡

(注) 公募によるプロポーザル審査によって特定した者と, 設計委託の随意契約及び工事請負予

約を確認し, 設計委託業務完了後に工事請負の随意契約を締結することをいう｡

３ 資格要件及び評価基準� プロポーザルの提出者に要求される資格要件 (参加表明書の提出者に要求される資格要件)

ア 電気通信事業法 (昭和59年法律第86号) に規定する第一種通信事業者であり, かつ, 建設業法 (昭和24年法

律第100号) に規定する建設業 (電気通信工事) の許可を受けている者であること｡

(ただし, 第一種通信事業者と建設業 (電気通信工事) の許可を受けている者を含めて共同で提案することも

可)

イ 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４第１項の規定に該当していない者及び第２項の規定

に基づく茨城県の入札参加資格の制限を受けていない者であること｡

ウ 公示の日から最適施工候補者の特定日までの期間に茨城県建設工事請負業者指名停止要領に基づく指名停止
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区 分 名 称 所 在 地

病 院 医療法人社団善仁会 小山記念病院 鹿嶋市宮中4191

病 院 医療法人仁寿会 総和中央病院 猿島郡総和町駒羽根825－１



の措置を受けていない者であること｡

エ 会社更生法 (昭和27年法律第172号) に基づく更生手続き開始の申立てまたは民事再生法 (平成11年法律第

255号) に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと｡� プロポーザル評価基準

ア 基本項目

イ 運用要件

ウ ネットワークシステム機能要件

エ ハードウェア・ソフトウェア要件

オ 作業要件

カ 経済性

キ その他

４ いばらきブロードバンドネットワーク (仮称) 構築プロポーザル説明書 (以下 ｢説明書｣ という｡) の交付期間,

交付先� 交付期間 平成14年４月22日 (月) から平成14年５月10日 (金) まで� 交 付 先 〒310－8555

茨城県水戸市笠原町978番６

茨城県企画部情報政策課

電話 029－301－2549 (ダイヤルイン)

５ 参加表明書の提出方法, 提出先, 提出期限� 提出方法

本業務に係るプロポーザルの提出を希望する者は, 説明書に基づき参加表明書に記載し, 提出先に持参又は郵

送 (書留郵便に限る｡) すること｡� 提 出 先 １の担当部局に同じ� 提出期限 平成14年４月22日 (月) から平成14年５月10日 (金) まで

いずれも午前９時から午後５時まで (ただし, 正午から午後１時までを除く｡)

郵送の場合は, 平成14年５月10日 (金) 午後５時までに受理したものを有効とする｡

６ プロポーザルの提出方法, 提出先, 提出期限� 提出方法

本業務に係るプロポーザルの提出者は, 説明書に基づきプロポーザル提出書及びプロポーザルを, 提出先に持

参又は郵送 (書留郵便に限る｡) すること｡� 提 出 先 １の担当部局に同じ� 提出期限 平成14年４月22日 (月) から平成14年６月３日 (月) まで

いずれも午前９時から午後５時まで (ただし, 正午から午後１時までを除く｡)

郵送の場合は, 平成14年６月３日 (月) 午後５時までに受理したものを有効とする｡

７ その他� 詳細は説明書による｡� 書類等の作成に用いる言語, 通貨, 単位

日本語, 日本円, 日本の標準時及び計量法 (平成４年法律第51号) に限るものとする｡� 関連情報を入手するための照会窓口は１に同じ� 提案書の内容について, 必要に応じてヒアリングを行う｡
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ヒアリングの日程については, 別途連絡する｡

●○漁船損害等補償法施行令に基づく発起届

漁船損害等補償法施行令 (昭和27年政令第68号) 第５条第１項の規定により, 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第

28号) 第112条第１項の規定による同意を求めるための届出があったので, 同令第５条第３項の規定により次のとお

り公示し, 届出に係る指定漁船調書を縦覧に供する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出事項

２ 指定漁船調書縦覧� 縦覧期間

平成14年４月22日から平成14年５月７日まで� 縦覧場所

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成14年４月22日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

東茨城郡小川町中延字境堀2257番２, 2257番３の一部

２ 事業主の住所及び氏名

埼玉県越谷市増森226番地

有限会社 森屋農場

代表取締役 森 屋 洋 一

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

稲敷郡阿見町荒川本郷字鶉原2089番１, 2089番３, 2091番１, 2091番２

２ 事業主の住所及び氏名

広島県広島市西区楠木町１丁目15番24号

株式会社 ウエスト
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発起人の住所及び氏名 加 入 区
漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする

漁業協同組合

新治郡霞�浦町田伏1249
出 島 霞�浦町漁業協同組合

坂本 吉郎兵衛 外２名

加 入 区 縦 覧 場 所

出 島
新治郡霞�浦町大字坂1938
霞�浦町漁業協同組合



代表取締役 吉 川 隆

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

新治郡千代田町稲吉南二丁目3328番２, 3328番５, 3328番６, 3328番７, 3328番８, 3328番９, 3328番10, 3328

番11, 3328番12, 3329番１, 3329番14, 3329番15, 3329番16, 3329番17, 3329番18, 3329番19, 3329番20, 3329番

21

２ 事業主の住所及び氏名

新治郡千代田町稲吉南二丁目12番20

藤 井 秀三郎
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毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


